
文 教 委 員 会 資 料 

令 和 ５ 年 ８ 月 21日 

子ども未来部保育課 

 

 

 

 

 

 

育児休業にかかる児童の預かり時間拡大について 

 

 

 

 

 

認可保育所等の利用における利便性向上のため、認可保育所等に在園中の児童のきょう

だいを対象として保護者が育児休業を取得している場合、その預かり時間について以下の

とおり変更する。 

  

 

 

 

 変更後 変更前 

預かり時間 

８時間以内 ７時間以内 

時間帯の指定なし 

(預かり時間が固定されている園を除く) 

時間帯の指定あり 

(原則午前９時から午後４時まで) 

 

 

適用時期：令和５年１０月から 

 

 

 

 

以上 


